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３．登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）

～よくある指摘事項～

・業務方法書に定めている委員会について実施できていない

・業務方法書に定めている研修について実施できていない

・必要な変更届出がされていない（従事者名簿や事業所住所など）

喀痰吸引等の実施に当たっては、適正な業務運営がなされるよう、定期的

（年１回以上）に自主点検を行ってください。

詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。

【注意喚起・自主点検（事業者ページ）】

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090100/koreishisetsu/tankyuin_futokutei/05jigy

oushatennkenn.html

これから事業者登録を予定している事業者への留意事項

事業者登録申請日当日の喀痰吸引は原則実施できません。

※必要な体制書類等を準備し、余裕をもって申請してください。

用語説明

◎登録喀痰吸引等事業者

介護福祉士が喀痰吸引等を行う事業者で、介護福祉士に対する実地研修が実施できる事業者

◎登録特定行為従事者

認定特定行為業務従事者（都道府県による認定を受けた介護職員）が喀痰吸引等を行う事業者

◎喀痰吸引等行為を実施する場合は、事業者登録が必要です

◎社会福祉士及び介護福祉士法に定められた要件に従って実施する必要があります

【お問い合わせ窓口（高齢者福祉サービスに関するもの）】

大阪府福祉部高齢介護室施設指導グループ 喀痰吸引等担当

TEL:０６－６９４４－７２０３
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介護に直接携わるすべての職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない方について、認知症介護基礎

研修を受講することが令和３年４月から義務付けられ、令和６年３月３１日をもって経過措置期間が終

了しました。介護サービス事業所は同年４月１日より、対象者の受講についてご対応をお願いします。

また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療・福祉関係の資格を有さない者

に限る）に対する受講の義務付けについては、採用後１年間の猶予期間が設けられ、採用後１年を経過する

までに認知症介護基礎研修を受講させることとされています。

◆認知症介護基礎研修とは

・認知症の人への介護に求められる基本的な理解や対応方法を習得するための研修です。

・大阪府では e ラーニングによる研修形式を導入しており、パソコンやスマートフォン等で２４時間

いつでも受講可能です。

◆対象者

・府内に所在するすべての介護サービス事業所｛無資格者がいない訪問系サービス(訪問入浴介護を除く)、福

祉用具貸与、居宅介護支援を除く｝において、介護に直接携わる職員の方全員です。

但し、以下の受講義務が免除となる方は受講対象外です。

【受講義務が免除となる方】

〇次のいずれかの資格を有している。

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者、生活援

助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会

福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、

栄養士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、柔道整復師、福祉用具専門員、歯科衛生士

〇次のいずれかの条件に該当する。

・認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症介護に係る研修を

修了した者

・養成施設で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認

知症に係る科目を受講していることが確認できること。）

・福祉系高校で認知症に係る科目を受講した者（卒業証明書が確認できること。）

◆受講方法について

申込方法や受講の流れなどについては、大阪府 HPをご覧いただき、指定研修法人の

申し込み用 URLより直接お申込みください。

             

◆問い合わせ先

大阪府 福祉部 高齢介護室 介護支援課 認知症・医介連携グループ

電話：０６－６９４４―７０９８

介護事業所長の皆様へ

大阪府認知症介護基礎研修等のご案内

Ⓒ2014 大阪府もずやん

大阪府 HP認知症介護基礎研修について⇒



大阪府では、介護職員等に対して、認知症介護に関する実践的な知識及び技術を修得するための研修を実

施しています。介護事業所職員の積極的な受講をご検討下さい。※認知症専門ケア加算の算定要件の 1 つ

でもある『認知症ケアに関する専門的研修等』に該当するものもあります。

◆認知症介護実践者研修（６日間の講義・演習＋４週間の現場実習）

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、認知症介護基礎研修を修了した者

あるいはそれと同等以上の能力を有する者であり、身体介護に関する基本的知識・技術を修得している者

であって、概ね２年程度の実務経験を有する者」です。

◆認知症介護実践リーダー研修（７日間の講義・演習＋４週間の現場実習）

研修受講要件は、「介護保険施設・事業者等に従事する介護職員等で、介護保険施設・事業者等において

介護業務に概ね５年以上従事した経験を有する者であり、かつ、ケアチームのリーダーまたはリーダーに

なることが予定されるものであって、実践者研修（旧基礎課程を含む）を修了し１年以上経過している者」

です。

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症実践研修（実践者研修・実践リーダ

ー研修）のページをご覧ください。

◆認知症介護指導者養成研修

大阪府が実施する認知症介護基礎研修及び認知症介護実践研修を企画・立案し、講義、演習、実習を担当

することができる能力を身につけるとともに、介護保険施設・事業者等における介護の質の改善について

指導することができる方を養成することを目的とした研修です。

詳しくは、大阪府 HP「介護従事者の方向け研修情報」にある、認知症介護指導者研修のページをご覧くだ

さい。

認知症介護実践者研修等のご案内

図引用：認知症介護研究・研修センター「認知症介護指導者養成研修」パンフレット

大阪府 HP認知症実践研修（実践者研修・実践リーダー研修）について⇒

大阪府 HP認知症介護指導者研修について⇒


